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定例監査の結果に関する報告の提出について 

 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、下記部局の令和 3 年度定例監査

を実施したので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別

紙のとおり提出します。 

 

記 

 

監査実施部局 

1 事務関係 

 (1) 総務部 

  (2) 選挙管理委員会 

  (3) 市民環境部 

  (4) 保健福祉部 

  (5) 建設部 

  (6) 教育部 
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令和 3年度 定例監査報告書【後期】 

 

1 監査の期間 

 令和４年 1月１３日から令和４年２月２日 

 

2 監査の対象 

  総務部（総務課、職員課分）、選挙管理委員会事務局、市民環境部、保健

福祉部、建設部、教育部 

 

3 監査の内容 

(1) 監査の範囲 

① 令和３年４月１日から令和３年１１月３０日までに執行された収入事務、  

支出事務、財産管理事務及びこれらに関連する事務。 

② 令和 2年度定例監査実施対象期間後に執行された収入事務、支出事務、

財産管理事務及びこれらに関連する事務。 

(2) 監査の着眼点等 

財務に関する事務の執行及び経営に関する事務の管理が、関係法令等、予

算等に基づき適正に執行されているかを着眼点とし、経済性、効率性及び有

効性の観点から監査を実施した。 

(3) 監査の方法 

監査に当たっては、事前に提出された事務事業調書に基づき諸帳簿等の 

関係書類を徴集し、関係法令、条例、規則等に基づき適正かつ効率的に執行

されているかどうかについて関係書類の確認、照合等の監査を行うとともに、

関係職員から説明を聴取するなど、北広島市監査基準に準拠して実施した。 

 

4 監査の結果  

監査の結果について、部局別監査結果は以下に記載のとおりであり、全般的

におおむね適正に執行されていると認められ、特に指摘すべき事項はみられな

かった。なお、令和４年３月１４日付けで所管部へ監査結果の講評を行い、部

長宛てに監査結果を通知するとともに、簡易な指摘事項については、監査の過

程において口頭等で指導を行っているので本報告では省略するが、今後とも適

正かつ効率的な事務の執行に努められるよう望むものである。 
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総  務  部 

（総務課､職員課） 

 

１ 予算の執行 

 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状 

況表（明細）」と他の調書との数値の照合、現金及び準公金の取り扱いを対

象として、関係書類を検査した結果、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

２ 収入事務 

 

収入に関する事務については、主として使用料、財産収入、負担金及び

補助金を対象として、調定書、補助金等交付申請書等の関係書類を検査し

た結果、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

３ 支出事務 

 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、契約、負

担金及び交付金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤

簿、賃金台帳、旅行命令簿、現金出納簿、契約の施行決定書及び補助金等

交付決定書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されている

ものと認められた。 

 

４ 財産管理事務 

 

財産に関する事務については、主として物品の管理状況、公有財産の貸

付状況を対象として、庁用車管理台帳、備品台帳、公有財産の貸付申請書

及び郵便切手類受払台帳等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執

行されているものと認められた。 
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選挙管理委員会事務局 

 

 １ 予算の執行 

 

   予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状

況表（明細）」と他の調書との数値を照合した結果、特に指摘すべき事項は

みられなかった。 

 

２  収入事務 

 

収入に関する事務については、主として委託金を対象としての関係書類を

検査した結果、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

３ 支出事務 

 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、契約、使   

用料及び負担金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤簿、

賃金台帳、旅行命令簿、契約の施行決定書等の関係書類を検査した結果、お

おむね適正に執行されているものと認められた。 

 

４ 財産管理事務 

 

財産に関する事務については、物品の管理状況を対象として、備品台帳、

郵便切手類受払台帳等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行さ

れているものと認められた。 
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市民環境部 

   （市民課、環境課（霊園会計含む）、市民参加・住宅施策課、西部出張所、大曲

出張所、西の里出張所、北広島団地住民センター連絡所、エルフィンパー

ク市民サービスコーナー） 

 

 １ 予算の執行 

 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状

況表（明細）」と他の調書との数値の照合、現金及び準公金の取り扱いを対

象として、関係書類を検査した結果、特に指摘すべき事項はみられなかっ

た。 

 

２ 収入事務 

 

収入に関する事務については、主として使用料、手数料、補助金、委託

金、財産収入、寄附金及び霊園使用料を対象として、調定書、補助金等交

付申請書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているも

のと認められた。 

 

３ 支出事務 

 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、契約、負

担金、補助金及び交付金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令

書、出勤簿、旅行命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定書等の

関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められ

た。 

 

４ 財産管理事務 

 

財産に関する事務については、主として物品の管理状況、公有財産の貸

付状況を対象として、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受

払台帳等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているもの

と認められた。 
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保健福祉部 

  （福祉課､高齢者支援課（介護保険会計含む）､高齢者・障がい者相談担当､健康

推進課、ワクチン接種調整担当、健康づくり担当、保険年金課（国保会計、後

期高齢者医療会計含む）） 

 

 １ 予算の執行 

 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状

況表（明細）」と他の調書との数値の照合、現金及び準公金の取り扱いを対

象として、関係書類を検査した結果、特に指摘すべき事項はみられなかっ

た。 

 

２ 収入事務 

 

収入に関する事務については、主として負担金、使用料、補助金、財産

収入、寄附金、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を

対象として、調定書、補助金等交付申請書等の関係書類を検査した結果、

おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

３ 支出事務 

 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、契約、補

助金及び交付金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤

簿、旅行命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定書等の関係書類

を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

４ 財産管理事務 

 

財産に関する事務については、主として基金の管理状況、物品の管理状

況を対象として、備品台帳、郵便切手類受払台帳等の関係書類を検査した

結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 
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建  設  部 

（庶務課､都市整備課、建築課、土木事務所） 

 

 １ 予算の執行 

 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状

況表（明細）」と他の調書との数値の照合、現金及び準公金の取り扱いを対

象として、関係書類を検査した結果、特に指摘すべき事項はみられなかっ

た。 

 

２ 収入事務 

 

収入に関する事務については、主として使用料、手数料、補助金、財産

収入、寄附金及び諸収入を対象として、調定書、補助金等交付申請書等の

関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められ

た。 

 

３ 支出事務 

 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、契約、補

助金及び交付金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、出勤

簿、旅行命令簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定書等の関係書類

を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

４ 財産管理事務 

 

財産に関する事務については、主として基金の管理状況、物品の管理状

況を対象として、備品台帳、公有財産の貸付申請書及び郵便切手類受払台

帳等の関係書類を検査した結果、特に指摘すべき事項はみられなかった。 
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教  育  部 

  （教育総務課、学校教育課、小中一貫・教育施策推進課、社会教育課（中         

央公民館、西の里公民館含む）、文化課、エコミュージアセンター、学校給食

センター、防災食育施設整備担当、図書館計画担当、図書館、東部小学校、

北の台小学校、西部中学校、西の里中学校） 

 

 １ 予算の執行 

 

予算の執行については、主として提出された「歳入及び歳出予算執行状

況表（明細）」と他の調書との数値の照合、現金及び準公金の取り扱いを対

象として、関係書類を検査した結果、特に指摘すべき事項はみられなかっ

た。 

 

２ 収入事務 

 

収入に関する事務については、主として使用料、補助金、財産収入及び

寄附金を対象として、調定書、補助金等交付申請書等の関係書類を検査し

た結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

３ 支出事務 

 

支出に関する事務については、主として報酬、報償費、旅費、交際費、契

約、補助金及び交付金の支出を対象として、支出負担行為書、支出命令書、

出勤簿、旅行命令簿、現金出納簿、契約の施行決定書及び補助金等交付決定

書等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているものと認め

られた。 

 

４ 財産管理事務 

 

財産に関する事務については、主として基金の管理状況、物品の管理状

況を対象として、備品台帳、郵便切手類受払台帳、毒物及び劇物管理台帳、

消防計画等の関係書類を検査した結果、おおむね適正に執行されているも

のと認められた。 

 

 


